
 

 

 

企画総務委員会 送付８－９ 

アキバ文化を守るために AIによる日本の IP侵害への対策を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和８年３月１１日 

 

 

陳 情 者   提出者    １名 

 



写

千代田区議会議長秋谷こうき殿

アキバ文化を守るためにA1による日本のIP侵害への対策を求める陳戸

1陳情趣旨】

生成A1の開発段階において、アニメや漫画の画像などが無断使用されてぃる

ことが調査によって明らかにされてきた。そして、ここで利用されてぃるデータ

の中には多くの日本の IP (知的財産)が含まれていることも明らかになってお

り、大きな問題となっている。

高度に情報化された社会において、情報(画像データや動画データ、テキスト

データなど様々な情報が該当する)は大きな価値を持っ。クールジャパンでも推

進されてきた日本のコンテンツ産業の市場は、2023年には12兆円を突破してお

り、これからも伸びていくととが予想されている。このコンテンッ産業の成長を

支えていくことは急務である。しかし、現在の日本ではその事実がしっかりと認

識されておらず、これらの知的財産(情幸田が海外企業に無断で大量に使用され

ていることに対して実効的な対策が講じられていない。生成A1を様々な企業が

開発し世界中で使用されている現在、開発に必要不可欠な知的財産を大量に保

有している日本はとの分野で世界をりードできるにも関わらず、その機会を失
い続けている。

このまま、無断使用が既成事実化してしまえぱ、シャインマスカットの海外流

出問題(無断栽1剖と同じように、大きな損害を与えることになる。

無断使用による逸失利益は非常に大きく、日本企業も原告に加わってぃる訴

訟では、1つの作品当たり最大15万ドルの損害賠償、総額数十億ドルが求償さ

れた。裁判の長期化を防ぐために和解した事例もあるが、著名作家らが起こした

裁判で和解に至った事例では15億ドル(約2200億円)の和解金を生成A1開発

企業が支払うことになった。しかし、このような訴訟を提起できてぃるのは日本

国内の極一部であり、莫大な逸失利益が生じ続けている。

日本の大事な資産である知的財産を海外勢力から守るために、以下の事項を

陳述するとともに、地方自治法第99条に基づき、貴議会から国会に意見書を提

出するように要請する。
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【陳情事項1

1、日本の大事な資産である知的財産が海外企業によって無断使用され国

益が侵害され続けている現状に対して実効的な対策を講じること。
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(意見書案)

アキバ文化を守るためにA1による日本のIP侵害への対策を求める陳情

生成虹の開発段階において、アニメや漫画の画像などが無断使用されてぃる

ことが調査によって明らかにされてきた。そして、ここで利用されてぃるデータ

の中には多くの日本の IP (知的財産)が含まれていることも明らかになってお

り、大きな問題となっている。

高度に情報化された社会において、情報(画像データや動画データ、テキスト

データなど様々な情報が該当する)は大きな価値を持っ。クールジャパンでも推

進されてきた日本のコンテンツ産業の市場は、2023午には12兆円を突破してお

り、これからも伸びていくことが予想されている。このコンテンツ産業の成長を

支えていくことは急務である。しかし、現在の目本ではその事実がしっかりと認

識されておらず、これらの知的財産(情報)が海外企業に無断で大量に使用され

ているととに対して実効的な対策が講じられていない。生成紅を様々な企業が

開発し世界中で使用されている現在、開発に必要不可欠な知的財産を大量に保

有している日本はこの分野で世界をりードできるにも関わらず、その機会を失

い続けている。

このまま、無断使用が既成事実化してしまえぱ、シャインマスカットの海外流

出問題(無断栽培)と同じように、大きな損害を与えることになる。

無断使用による逸失利益は非常に大きく、日本企業も原告に加わってぃる訴

訟では、1つの作品当たり最大 15 万ドルの損害賠償、総額数十億ドルが求償さ

れた。裁判の長期化を防ぐために和解した事例もあるが、著名作家らが起こした

裁判で和解に至った事例では15億ドル(約2200億円)の和解金を生成虹開発

企業が支払うことになった。しかし、このような訴訟を提起できているのは日本

国内の極一部であり、莫大な逸失利益が生じ続けている。

日本の大事な資産である知的財産を海外勢力から守るために、地方自治法第

99条に基づき、下記の事項について意見書を提出する。

1、日本の大事な資産である知的財産が海外企業によって無断使用され国

益が侵害され続けている現状に対して実効的な対策を講じること。
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